
資料５

県からの連絡事項

流域治水プロジェクトについて



https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/index.html
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二級水系における流域治水プロジェクトの推進について 

１ 二級水系の流域治水協議会とモデル水系について 

（１）概要（イメージ） 

  既にある「三陸圏域大規模氾濫減災協議会」との連携も見据えつつ、より地域に根差した多くの

意見を取り込むため、沿岸５公所毎に、管内の代表的な河川をモデルとして、流域治水協議会（及

び幹事会）を新たに設置する。 
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（２）留意事項 

① 流域治水協議会について 

市町村は首長・副首長又は部局長等、県は公所長レベルで構成することを予定。なお、既設の

協議会等でも代用できる場合にはそれも積極的に検討。 

なお、その後の調整により、林野庁（森林管理署）と森林整備センターの参画も決定（別添資

料１参照）。 

 ② 流域治水協議会幹事会について 

①について実務担当者レベルで調整するもの。担当課長レベルでの構成を想定。 

 ③ 小本川水系流域治水プロジェクト（先行モデル）について 

   令和３年２月５日に「小本川水系流域治水協議会」を開催し、令和３年３月30日に公表済 
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２ 流域治水プロジェクトの取組状況との今後の予定 

時期 内容 備考 

R2.11月頃まで 沿岸５公所（振興局土木部等）・県庁関係各課の職員

によるＷＧを設置

電子会議室で開催 

R2.11月～R3.3月 ①流域治水協議会等の体制（構成員等。特に１水系１

市町村の場合） 

②モデル水系の流域治水プロジェクトの内容等 の

検討・取りまとめ 

県北、宮古、沿岸、

大船渡で取りまと

め済み 

R3.4月～6月 モデル水系において流域治水プロジェクトの取組に

着手（協議会の立ち上げ・素案の公表等） 

第１回流域治水協議会幹事会・流域治水協議会の開催

（協議会規約、プロジェクト素案の説明など） 

書面開催も視野 

R3.8月まで 第２回流域治水協議会幹事会・流域治水協議会の開催

（プロジェクト案の説明・承認） 

※１※２※３ 

流域治水プロジェクトを公表 

※１ 第１回協議会が書面開催の場合、新型コロナ感染症対策を適切に行った上で、可能であ 

れば「対面」での開催を基本に検討（ただし、新型コロナ感染症の状況を踏まえて「書面

開催」も検討） 

  ※２ 小本川水系流域治水プロジェクトについては、既に策定済みだが、流域治水プロジェク

トに林野庁・森林整備センターの事業等を加え、さらに協議会に新たな構成員を加えて

令和３年度に第２回協議会を開催する予定。岩泉土木センターと調整します。 

  ※３ R3.8月までに策定・公表することについては、東北地方整備局（河川部地域河川課）から

の要請によるものです。 

３ その他（留意事項等） 

（１）県庁内の関係課等との関連は次のとおり。 

区分 課名  

事務局 砂防災害課・下水環境課 通知や知事への業務報告などの場合、河川課

と連名とする。 

関係課 都市計画課・建築住宅課 情報共有を図る（一級水系と合わせて）。 

農林水産部農村建設課・森林保全課 情報共有を図る（一級水系と合わせて）。 

各公所において、農林振興センター（林務室）

等の参画を要請していることから、下調整を

行っている。 

（２）流域治水協議会のオブザーバー等について 

今後の流域治水協議会の開催において、東北地方整備局（河川部地域河川課）から、「オブザ

ーバーとしての参画」を打診されていることから、河川課で調整中です。 

（３）モデル河川（R3.8月までに策定する５水系）以外の二級水系について 

現時点では、国から明確なスケジュールを示されていないが、積極的に進めてほしい旨依頼さ

れているところ。 

また、今後、河川改修事業の国費導入を検討する場合、河川整備計画と合わせて「流域治水プ

ロジェクト」の策定が必須となる見込みであることから、事業導入のスケジュールを見据えつ

つ、河川課で策定対象水系やスケジュールを検討します。 
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流域治水協議会・幹事会のイメージ検討について（R3.4.9時点） 

１ 流域治水協議会・幹事会の構成員（案）について 

（１）流域治水協議会（構成員イメージ） 

区分 構成員（案） 備考 

市町村 首長、副首長又は部局長等  

県 沿岸 大船渡農林振興セン

ター所長 

農林部長 土木部長  

大船渡 農林振興センター所長 土木センター所長  

宮古 宮古農林振興センタ

ー所長 

農林振興センター林務

室長 

土木センター所長  

岩泉 土木センター所長  

県北 農政部農村整備室長 林務部長 土木部長  

国 沿岸 林野庁 

東北森林管

理局 

三陸中部森林管理署長 国立研究開発法人 

森林研究・整備機構 

森林整備センター 

盛岡水源林整備事務所長 

大船渡 

宮古 三陸北部森林管理署長 

岩泉 

県北  久慈支署長 

※１ 上記はあくまでもイメージの１つですので、類似した既存の協議会がある場合にはその御

活用を検討して頂いてもよろしいです。 

また、構成員についてもそれぞれの公所、市町村の状況を踏まえて検討して頂いてよろしい

です（例えば、学識経験者、地元代表、漁協、自主防災組織、関係企業を構成員として加える

か、など）。 

（２）幹事会（構成員イメージ） 

区分 構成員（案） 

市町村 建設部（課）長等（都市計画課長・下水道課長 等） 

農林部（課）長等 

県 沿岸 大船渡農林振興センタ

ー農村整備課長 

農林部特命課長 土木部河川港湾課長（・復

興まちづくり課長） 

大船渡 大船渡農林振興センタ

ー森林保全課長 

土木センター河川港湾課

長（・復興まちづくり課長）

宮古 宮古農林振興センター

特命課長（農村整備） 

宮古農林振興センター

林務室森林保全課長 

土木センター河川港湾課

長（・復興まちづくり課長）

岩泉 土木センター河川港湾課

長・河川復旧課長 

県北 農政部農村整備室 

農村計画課長 

林務部森林保全課長 土木部河川港湾課長 

国 沿岸 林野庁 

東北森林管

理局 

三陸中部森林管理署次長 国立研究開発法人 

森林研究・整備機構 

森林整備センター 

盛岡水源林整備事務所 

造林係長 

大船渡 

宮古 三陸北部森林管理署次長 

岩泉 

県北  久慈支署総括事務管理官 

 ※２ 上記はあくまでもイメージの１つですので、構成員については各公所、市町村の状況を踏

まえて検討して頂いてよろしいです。 

【別添資料 1】 
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資料６

県からの連絡事項

５ヶ年計画の進捗状況について



河道掘削・立ち木伐採の実施河川 

市町村 河川名 

二戸市 馬淵川、十文字川、安比川等 

八幡平市 兄川、矢神川、松川、安比川、赤川等 

葛巻町 馬淵川、山形川等 

軽米町 瀬月内川、雪谷川等 

九戸村 瀬月内川等 

一戸町 馬淵川、女鹿川、小繋川、二ツ石川、平糠川等 

※ 河道の堆積状況等を踏まえて実施河川は適宜変更を行うもの。 
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水位計設置５ヶ年計画

年次 水位計設置河川 

H29 ４河川 小本川（岩泉町）、刈屋川（宮古市）、長沢川（宮古市）、 

浦浜川（大船渡市） 

H30   

R1 ３河川 久慈川（久慈市）、葛根田川（雫石町）、大野川（洋野町） 

R2 ２河川 普代川（田野畑村）、大川（岩泉町） 

R3 ２河川 田代川（宮古市）、川尻川（洋野町） 

合計 11 河川  

※  年次計画は予算等の状況により変更があるもの。 

2

設置済

今後
設置予定



水位周知河川指定５ヶ年計画

年次 指定河川 

H29 ２河川 小本川（岩泉町）、安家川（岩泉町） 

H30 10 河川 稗貫川（花巻市）、松川（八幡平市）、胆沢川（奥州市）、 

雫石川（雫石町）、馬淵川（葛巻町）、北上川（岩手町）、 

和賀川（西和賀町）、閉伊川（宮古市）、普代川（普代村）、 

宇部川（野田村、久慈市） 

R1 ２河川 人首川（奥州市）、諸葛川（滝沢市、盛岡市） 

R2 ２河川 千厩川（一関市）、大川（一関市） 

R3 
４河川 

小烏瀬川（遠野市）、小本川（岩泉町）、安家川（岩泉町）、 

岩崎川（紫波町、矢巾町）、刈屋川（宮古市）、長沢川（宮古市） 

合計 20 河川  

※  R3 に予定の小本川及び安家川は河川改修事業完了後に基準水位等の見直しを行うもの。 

※  年次計画は予算の状況等により変更があるもの。 

3

今後
指定予定

指定済



洪水浸水想定区域指定５ヶ年計画

 指定河川 

H29 1 河川 夏川（一関市） 

H30 14 河川 簗川（盛岡市）、北上川（盛岡市、岩手町）、松川（盛岡市、八幡平市）、

猿ヶ石川（遠野市）、早瀬川（遠野市）、砂鉄川（一関市）、 

曽慶川（一関市）、猿沢川（一関市）、衣川（一関市、平泉町）、 

馬淵川（二戸市、一戸町、葛巻町）、安比川（二戸市、八幡平市）、 

気仙川（陸前高田市、住田町）、大股川（住田町）、小本川（岩泉町） 

R1 ５河川 雪谷川（軽米町）、瀬月内川（九戸村）、甲子川（釜石市）、 

鵜住居川（釜石市）、盛川（大船渡市） 

R2 12 河川 矢作川（陸前高田市）、大槌川（大槌町）、小鎚川（大槌町）、 

関口川（山田町）、雫石川（雫石町）、和賀川（西和賀町）、 

閉伊川（宮古市）、津軽石川（宮古市、山田町）、久慈川（久慈市）、 

夏井川（久慈市）、長内川（久慈市）、稗貫川（花巻市） 

R3 12 河川 普代川（普代村）、宇部川（野田村、久慈市）、安家川（岩泉町）、 

胆沢川（奥州市）、諸葛川（滝沢市、盛岡市）、 

岩崎川（紫波町、矢巾町）、人首川（奥州市）、千厩川（一関市）、 

大川（一関市）、小烏瀬川（遠野市）、刈屋川（宮古市）、 

長沢川（宮古市）、小本川（岩泉町） 

合計 44 河川  

※ R3 予定の小本川は河川改修事業完了後に洪水浸水想定区域の見直しを行うもの。 

※ 年次計画は予算の状況等により変更があるもの。 

4
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【水位計・水位周知河川・洪水浸水想定区域】指定の５カ年計画の状況について （R3.3月末時点）

水位
+浸想

タイム
ライン

カメラ

簗川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

北上川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり、国カメラ

松川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

猿ケ石川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

早瀬川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

衣川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

夏川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり、宮城県カメラ

砂鉄川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

猿沢川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

曽慶川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

盛川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

大股川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

気仙川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

矢作川 ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

甲子川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

鵜住居川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

大槌川 ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

小鎚川 ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

閉伊川 ● ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

津軽石川 ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

関口川 ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

久慈川 ● ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

長内川 ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

夏井川 ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

安比川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

雪谷川 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

馬淵川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

瀬月内川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

小本川 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

安家川 ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

稗貫川 ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

胆沢川 ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

雫石川 ● ● ● ● ● ● ● ● 重複あり

和賀川 ● ● ● ● ● ● ● ●

普代川 ● ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

宇部川 ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

千厩川 ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

諸葛川 ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

大川 ● ● ● ● ○ △ ● ● 重複あり

岩崎川 ● ● ○ ○ × － ●

人首川 ● ● ● ● ○ △ ● ●

刈屋川 ● ● ● ○ ○ × － ●

長沢川 ● ● ● ○ ○ × － ●

小烏瀬川 ● ● ○ ○ × － ●

浦浜川 ● ● － － ●

葛根田川 ● ● － － ●

大野川 ● ● － － ●

田代川 ○ － － ×

川尻川 ○ － － ×

完了 44 4 0 3 1 0 47 28 2 10 2 2 0 40 1 14 5 6 0 20 26 40 47

未完了 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 12 14 0 0

4 0 2

33河川 44 4 0 3 1 2 47 28 2 10 2 2 4 40 1 14 5 12 12 20 44 40 49

【以下、その他河川の浸水想定】

大川 ○ ● ● △ × ●

清水川 ● ● △ × ×

小屋畑川 ○ × × ×

鳥谷川 ○ × × ×

完了 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1

未完了 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0

2 4 3

4河川 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 1

【以下、ダム下流部の浸水想定】

鷹生川 ● ● △ × ×

小川川 ● × × ●

来内川 ○ × × ●

夏油川 ○ × × ● 重複あり

綾里川 ○ × × ×

中津川 ○ × × ● 重複あり

完了 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4

未完了 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0

5 6 2

6河川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 0 4

備考

H28まで H29 H30 R1 R2 R1
●：有り
×：無し

R3
R3.3月
末指定
済み

R3.3月
末指定
状況

●：両方
△：片方
×：未了

R3.3月
末策定
状況

●：済み
△：一部
×：なし

河川名

水位計 水位周知河川 洪水浸水想定（想定最大規模）

R3
R3.3月
末設置
済み

H28まで H29 H30 R2 R3
R3.3月
末指定
済み

H29 H30 R1 R2
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資料７

県からの連絡事項

要配慮者利用施設における避難確保

計画策定と避難訓練の実施について



1



2



3



4
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•

•

•

•

29
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別添３ 

要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく訓練実施計画（報告）書 

   年  月  日

(あて先) 
         殿

計画（報告）者【所有者又は管理者】

住所

施設の所有者名又は管理者名

連絡先（電話番号等）

別添のとおり○○法の規定に基づく避難訓練を計画（実施）しましたので報告します。

訓練実施（予定）日時 年  月  日    時 ～    時

訓練参加（予定）人員 施設利用者      人 従業員       人

訓練の内容

訓練の様子 

※写真を添付すること 

(１枚程度) 

訓練結果を踏まえた計画

見直しの有無 

（見直した場合、見直し内容を記載してください） 
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別添４

要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく訓練形態等に関する参考資料 

１ 前提 

訓練については、必ずしもすべての職員あるいは施設利用者が参加する必要

はなく、以下に例示するように、策定した計画に基づき、情報収集の訓練を行

ったり、職員の中で対応の流れを机上等で確認する訓練を実施したりすること

が考えられます。

また、他の法令に基づく訓練（例えば、火災訓練）と合わせて実施してもよ

く、状況に応じて柔軟に検討してください。

加えて、訓練実施後に、計画を確認していただき、必要に応じて見直し、関

係者と共有することが重要です。

例えば、初年度は情報収集訓練を実施し、翌年度は保護者への引渡し訓練を

実施するといったことも考えられます。

２ 訓練形態 

【例１：情報収集訓練】

計画に記載している気象情報等について、実際にアクセスし、リンクが誤っ

ていないか、想定しているような情報が収集できるか、検証します。

【例２：職員参集訓練】

計画に基づき、連絡が適切にとれるか、職員が問題なく参集できるか、検証

します。

【例３：机上等における訓練】

計画に基づき、情報収集から、備蓄物資の整理など、実際に実施してみて、

例えば時間を計測し、計画どおりに避難行動がとれるか、検証します。

加えて、想定している避難場所まで移動してみて、気象条件によって危ない

と考えられる経路はないかなど、検証することも考えられます。

【例４：保護者への児童引渡し訓練】 

計画に基づき、一定の条件（例えば、気象警報が発令になり、休校基準を満

たしたなど）を仮定し、保護者に連絡をとり、問題なく引き渡すことができる

か、検証します。
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【例５：実動（仮想）訓練】 

計画に基づき、施設職員を２つに分け職員役と要配慮者役となり避難訓練を

実施し、問題なく対応することができるか、検証します。

３ 参考事例集 

別添５のとおり

11



 河 第 5 4 0 号  

砂 第 3 3 0 号  

令和３年３月 11 日 

各市町村長 様 

（防災担当部局長扱い） 

                              岩手県県土整備部長 

社会福祉施設における避難確保計画の緊急点検実施について（依頼） 

 このことについて、国土交通省及び厚生労働省から令和３年２月 24 日付け国水環防第 32

号、国水砂第 109 号、老高発 0224 第２号、子子発 0224 第１号、社援保発 0224 第１号、障

障発 0224 第１号により、別添のとおり依頼がありました。 

 つきましては、貴市町村から各社会福祉施設に対し、避難確保計画について緊急点検を

実施するよう依頼し、必要な改善を行っていただくよう働きかけをお願いします。また、

施設から相談があった場合は、助言等の対応をお願いいたします。 

 なお、貴市町村が点検を依頼した施設数及び助言を実施した施設数、助言内容について、

とりまとめて報告いただきますよう別途お願いする予定です。 

 また、本依頼については、岩手県保健福祉部の関係課から貴市町村の福祉部局に対し、

同様の通知を行う予定となっていることを申し添えます。 

【担当】

河 川 課 主任 金田一 徹  TEL：019-629-5903 
砂防災害課 主任 中宿 勝也  TEL：019-629-5922 
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35439

35457

TEL 03-5253-8111 FAX 03-5253-1603 

36152

36154

TEL 03-5253-8111 FAX 03-5253-1610 

3970

3925

TEL 03-5253-1111 FAX 03-3595-3670 

4955

4964

TEL 03-5253-1111 FAX 03-3595-2647 

2995

TEL 03-5253-1111 FAX 03-3592-5934 

 3031

 3035

TEL 03-5253-1111 FAX 03-3591-8914 
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【調査票2-1】要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の進捗状況調査【洪水】【令和3年3月31日時点】

○水防法第１５条の２に基づき地域防災計画に定められた要配慮者利用施設についてご回答ください。
○本調査で報告いただいた内容の一部は国交省のＨＰ等で公表します。

総数 （学校） （社会福祉施設） （医療施設）
都道府
県

市区町村 洪水浸水想定区
域が指定されて
いるか

地域防災計画に
要配慮者利用施
設が定められて
いるか

洪水浸水想定区
域内の要配慮者
利用施設数

洪水浸水想定区
域内の要配慮者
利用施設数
【学校】

洪水浸水想定区
域内の要配慮者
利用施設数
【社会福祉施設】

洪水浸水想定区
域内の要配慮者
利用施設数
【医療施設】

対象施設数
【総数】

避難確保計画を
作成済みの施設
数
【総数】

計画に基づく訓
練を実施済みの
施設数
【総数】

対象施設数
【学校】

避難確保計画を
作成済みの施設
数
【学校】

計画に基づく訓
練を実施済みの
施設数
【学校】

対象施設数
【社会福祉施設】

避難確保計画を
作成済みの施設
数
【社会福祉施設】

計画に基づく訓
練を実施済みの
施設数
【社会福祉施設】

対象施設数
【医療施設】

避難確保計画を
作成済みの施設
数
【医療施設】

計画に基づ
く訓練を実
施済みの施
設数
【医療施設】

都道府
県名を
記入

市町村名
を記入

≪選択肢≫
指定されている
指定されていない

≪選択肢≫
定められている
定められていない

整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入 整数を記入

岩手県 全体 1,029 77 652 300 1,002 867 496 73 67 42 637 548 346 292 252 112
岩手県 盛岡市 指定されている 定められている 503 25 283 195 502 434 264 25 22 17 282 232 164 195 180 83 R4.3 -
岩手県 宮古市 指定されている 定められている 7 0 7 0 7 7 7 0 0 0 7 7 7 0 0 0 - -
岩手県 大船渡市 指定されている 定められている 14 2 10 2 12 11 11 2 2 2 10 9 9 0 0 0 R4.3 -
岩手県 花巻市 指定されている 定められている 46 6 29 11 46 37 0 6 4 0 29 26 0 11 7 0 R4.3 -
岩手県 北上市 指定されている 定められている 26 7 18 1 26 26 0 7 7 0 18 18 0 1 1 0 - -
岩手県 久慈市 指定されている 定められている 44 7 35 2 44 38 23 7 7 7 35 29 17 2 2 2 R4.3 -
岩手県 遠野市 指定されていない 定められていない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
岩手県 一関市 指定されている 定められている 106 2 71 33 106 106 43 2 2 1 71 71 34 33 33 8 R4.3 -
岩手県 陸前高田市 指定されている 定められている 6 1 4 1 6 5 3 1 1 0 4 3 3 1 1 0 R4.3 -
岩手県 釜石市 指定されている 定められている 46 4 35 7 46 36 0 4 4 0 35 28 0 7 4 0 R4.3 -
岩手県 二戸市 指定されている 定められていない 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 未定 R3年度末までの地域防災計画の見直しを予定しているため。
岩手県 八幡平市 指定されている 定められている 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 R4.3 -
岩手県 奥州市 指定されている 定められている 104 9 74 21 104 91 70 9 9 6 74 66 53 21 16 11 R4.3 -
岩手県 滝沢市 指定されていない 定められていない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
岩手県 雫石町 指定されている 定められていない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
岩手県 葛巻町 指定されている 定められている 10 4 4 2 10 8 8 4 4 4 4 3 3 2 1 1 R3.6 -
岩手県 岩手町 指定されている 定められている 6 0 6 0 6 6 6 0 0 0 6 6 6 0 0 0 - -
岩手県 紫波町 指定されている 定められている 16 3 9 4 16 16 16 3 3 3 9 9 9 4 4 4 - -
岩手県 矢巾町 指定されている 定められている 31 0 31 0 31 31 31 0 0 0 31 31 31 0 0 0 - -
岩手県 西和賀町 指定されている 定められていない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
岩手県 金ケ崎町 指定されている 定められていない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
岩手県 平泉町 指定されている 定められている 7 1 3 3 7 2 1 1 1 1 3 1 1 3 0 0 R4.3 -
岩手県 住田町 指定されている 定められていない 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R4.3 -
岩手県 大槌町 指定されている 定められている 20 2 11 7 20 6 6 2 1 1 11 3 3 7 2 2 R4.3 -
岩手県 山田町 指定されている 定められている 7 0 6 1 7 4 4 0 0 0 6 4 4 1 0 0 R4.3 -
岩手県 岩泉町 指定されている 定められている 3 0 2 1 3 3 3 0 0 0 2 2 2 1 1 1 - -
岩手県 田野畑村 指定されていない 定められていない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
岩手県 普代村 指定されていない 定められていない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
岩手県 軽米町 指定されている 定められていない 3 1 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 R4.3 -
岩手県 野田村 指定されていない 定められていない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
岩手県 九戸村 指定されている 定められていない 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R4.3 -
岩手県 洋野町 指定されていない 定められていない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
岩手県 一戸町 指定されている 定められていない 10 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R4.3 -

令和４年3月に避難確
保計画の作成率100％
で掲げているため、貴
自治体の100%達成予定
時期について、ご記入く

ださい。
【例　R2.12】

達成予定時期を未定等と記入した自治体につきましては、目標
を達成できない理由を記載してください。

避難確保計画達成時期市区町村の特性 全体の進捗状況（地域防災計画） 学校における進捗状況 社会福祉施設における進捗状況 医療施設における進捗状況

水防法第１５条の２に基づき、洪水
時に円滑な避難が必要な施設が定
められているかをご回答ください。

地域防災計画に要配慮者利用施設が定められている場合、
水防法第１５条の２に基づき、洪水時に円滑な避難が必要な施設として定められた施設の数についてご回答ください。
注）２以上の分類に該当する施設が存在する場合、学校、社会福祉施設、医療施設それぞれの施設数の合計が必ずしも全体の施設数と一致する必

洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設（学校、社会福祉施設、
医療施設）の施設数についてご回答ください。地域防災計画に位置づ
けの有り・無しは、Ｊ列以降になります。
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別紙１

（調査様式）要配慮者利用施設での避難確保計画の策定状況

(令和3年1月31日現在）

社会福祉
施設 学校 医療施設 その他 計 社会福祉

施設 学校 医療施設 その他 計 社会福祉
施設 学校 医療施設 その他 計

盛岡市 283 25 195 0 503 15 3 1 0 19 298 28 196 0 522

宮古市 7 0 0 0 7 41 11 2 0 54 48 11 2 0 61

大船渡市 10 2 2 0 14 21 14 4 0 39 31 16 6 0 53

花巻市 30 5 11 0 46 3 2 0 0 5 33 7 11 0 51

北上市 18 7 1 0 26 0 0 0 0 0 18 7 1 0 26

久慈市 35 7 2 0 44 10 3 0 0 13 45 10 2 0 57

遠野市 8 2 2 0 12 8 3 0 0 11 16 5 2 0 23

一関市 71 2 33 0 106 20 4 2 0 26 91 6 35 0 132

陸前高田市 4 1 1 0 6 11 3 0 0 14 15 4 1 0 20

釜石市 35 4 7 0 46 6 2 5 0 13 41 6 12 0 59

二戸市 3 0 0 0 3 9 5 0 0 14 12 5 0 0 17

八幡平市 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 3

奥州市 78 8 21 0 107 4 0 2 0 6 82 8 23 0 113

滝沢市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

雫石町 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2

葛巻町 4 4 2 0 10 4 3 2 0 9 8 7 4 0 19

岩手町 6 0 0 0 6 9 5 0 0 14 15 5 0 0 20

紫波町 10 2 4 0 16 3 0 0 0 3 13 2 4 0 19

矢巾町 31 0 0 0 31 5 0 0 0 5 36 0 0 0 36

西和賀町 0 0 0 0 0 9 2 3 0 14 9 2 3 0 14

金ケ崎町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平泉町 3 1 3 0 7 1 0 0 0 1 4 1 3 0 8

住田町 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3

大槌町 4 1 2 0 7 6 0 2 0 8 10 1 4 0 15

山田町 6 0 1 0 7 5 0 0 0 5 11 0 1 0 12

岩泉町 7 4 1 0 12 8 5 2 0 15 15 9 3 0 27

田野畑村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

普代村 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2

軽米町 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

野田村 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

九戸村 5 1 1 0 7 0 0 0 0 0 5 1 1 0 7

洋野町 0 0 0 0 0 3 6 1 0 10 3 6 1 0 10

一戸町 4 2 4 0 10 14 6 2 0 22 18 8 6 0 32

合　計 665 78 293 0 1036 221 81 28 0 330 886 159 321 0 1366

【備考】
洪水、土砂両方の被害想定区域に位置している施設については、洪水、土砂いずれにも１施設として計上してください（＝延べ施設数による管
理となること）。
（理由）
施設管理者は、洪水、土砂いずれについても避難確保計画の中で行動計画を定める必要が生じるため。

区分

洪水浸水想定区域内の施設数
Ａ

土砂災害警戒区域内の施設数
Ｂ

洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域内の
施設数

Ｃ（Ａ＋Ｂ）
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（調査様式）要配慮者利用施設での避難確保計画の策定状況

(令和3年1月31日現在）

社会福祉
施設 学校 医療施設 その他 計 社会福祉

施設 学校 医療施設 その他 計 社会福祉
施設 学校 医療施設 その他 計

盛岡市 285 25 195 0 505 15 3 1 0 19 300 28 196 0 524

宮古市 7 0 0 0 7 9 4 1 0 14 16 4 1 0 21

大船渡市 10 2 0 0 12 17 11 1 0 29 27 13 1 0 41

花巻市 29 5 11 0 45 3 2 0 0 5 32 7 11 0 50

北上市 18 7 1 0 26 0 0 0 0 0 18 7 1 0 26

久慈市 33 7 2 0 42 2 2 0 0 4 35 9 2 0 46

遠野市 8 2 2 0 12 8 3 0 0 11 16 5 2 0 23

一関市 71 2 33 0 106 20 4 2 0 26 91 6 35 0 132

陸前高田市 3 1 1 0 5 9 3 0 0 12 12 4 1 0 17

釜石市 35 4 7 0 46 6 2 5 0 13 41 6 12 0 59

二戸市 0 0 0 0 0 8 4 0 0 12 8 4 0 0 12

八幡平市 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2

奥州市 78 8 21 0 107 4 0 2 0 6 82 8 23 0 113

滝沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雫石町 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2

葛巻町 4 4 2 0 10 4 3 2 0 9 8 7 4 0 19

岩手町 6 0 0 0 6 9 5 0 0 14 15 5 0 0 20

紫波町 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4

矢巾町 31 0 0 0 31 5 0 0 0 5 36 0 0 0 36

西和賀町 0 0 0 0 0 9 2 3 0 14 9 2 3 0 14

金ケ崎町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平泉町 3 1 3 0 7 1 0 0 0 1 4 1 3 0 8

住田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大槌町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山田町 6 0 1 0 7 5 0 0 0 5 11 0 1 0 12

岩泉町 7 4 1 0 12 8 5 2 0 15 15 9 3 0 27

田野畑村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

普代村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

軽米町 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

野田村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

九戸村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

洋野町 0 0 0 0 0 3 6 1 0 10 3 6 1 0 10

一戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合　計 638 72 281 0 991 148 60 20 0 228 786 132 301 0 1219

【備考】
洪水、土砂両方の被害想定区域に位置している施設については、洪水、土砂いずれにも１施設として計上してください（＝延べ施設数による管
理となること）。
（理由）
施設管理者は、洪水、土砂いずれについても避難確保計画の中で行動計画を定める必要が生じるため。

区分

市町村防災計画で指定する施設数

洪水浸水想定区域内の施設数　Ｄ 土砂災害警戒区域内の施設数　Ｅ 計　Ｆ（Ｄ＋Ｅ）
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（調査様式）要配慮者利用施設での避難確保計画の策定状況

(令和3年1月31日現在）

社会福祉
施設 学校 医療施設 その他 計 社会福祉

施設 学校 医療施設 その他 計 社会福祉
施設 学校 医療施設 その他 計

盛岡市 233 22 180 0 435 8 3 0 0 11 241 25 180 0 446

宮古市 7 0 0 0 7 9 4 1 0 14 16 4 1 0 21

大船渡市 9 2 0 0 11 16 9 1 0 26 25 11 1 0 37

花巻市 26 4 7 0 37 2 2 0 0 4 28 6 7 0 41

北上市 17 7 1 0 25 0 0 0 0 0 17 7 1 0 25

久慈市 29 7 2 0 38 1 2 0 0 3 30 9 2 0 41

遠野市 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 3 1 0 0 4

一関市 69 2 32 0 103 19 4 2 0 25 88 6 34 0 128

陸前高田市 3 1 1 0 5 9 3 0 0 12 12 4 1 0 17

釜石市 28 4 4 0 36 3 2 4 0 9 31 6 8 0 45

二戸市 0 0 0 0 0 8 3 0 0 11 8 3 0 0 11

八幡平市 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2

奥州市 70 7 16 0 93 3 0 1 0 4 73 7 17 0 97

滝沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雫石町 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2

葛巻町 0 4 0 0 4 1 3 0 0 4 1 7 0 0 8

岩手町 6 0 0 0 6 9 5 0 0 14 15 5 0 0 20

紫波町 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5

矢巾町 31 0 0 0 31 5 0 0 0 5 36 0 0 0 36

西和賀町 0 0 0 0 0 9 2 3 0 14 9 2 3 0 14

金ケ崎町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平泉町 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 3

住田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大槌町 3 1 2 0 6 2 0 2 0 4 5 1 4 0 10

山田町 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 6 0 0 0 6

岩泉町 7 4 1 0 12 8 5 2 0 15 15 9 3 0 27

田野畑村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

普代村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

軽米町 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

野田村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

九戸村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

洋野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合　計 547 66 247 0 860 122 49 16 0 187 669 115 263 0 1047

【備考】
洪水、土砂両方の被害想定区域に位置している施設については、洪水、土砂いずれにも１施設として計上してください（＝延べ施設数による管
理となること）。
（理由）
施設管理者は、洪水、土砂いずれについても避難確保計画の中で行動計画を定める必要が生じるため。

区分

左記のうち避難計画策定施設数

洪水浸水想定区域内の施設数　Ｇ 土砂災害警戒区域内の施設数　Ｈ 計　Ｉ（Ｇ＋Ｈ）
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（調査様式）要配慮者利用施設での避難確保計画の策定状況

(令和3年1月31日現在）

社会福祉
施設 学校 医療施設 その他 計 社会福祉

施設 学校 医療施設 その他 計 社会福祉
施設 学校 医療施設 その他 計

盛岡市 173 17 84 0 274 7 3 0 0 10 180 20 84 0 284

宮古市 7 0 0 0 7 8 3 1 0 12 15 3 1 0 19

大船渡市 9 2 0 0 11 16 8 1 0 25 25 10 1 0 36

花巻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北上市 17 7 1 0 25 0 0 0 0 0 17 7 1 0 25

久慈市 17 4 2 0 23 1 2 0 0 3 18 6 2 0 26

遠野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一関市 69 2 32 0 103 19 4 2 0 25 88 6 34 0 128

陸前高田市 3 1 1 0 5 9 3 0 0 12 12 4 1 0 17

釜石市 28 4 4 0 36 3 2 4 0 9 31 6 8 0 45

二戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滝沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雫石町 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2

葛巻町 0 4 0 0 4 1 3 0 0 4 1 7 0 0 8

岩手町 6 0 0 0 6 9 5 0 0 14 15 5 0 0 20

紫波町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

矢巾町 31 0 0 0 31 5 0 0 0 5 36 0 0 0 36

西和賀町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金ケ崎町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平泉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大槌町 3 1 2 0 6 2 0 0 0 2 5 1 2 0 8

山田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩泉町 7 4 1 0 12 8 5 2 0 15 15 9 3 0 27

田野畑村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

普代村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

軽米町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

野田村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

九戸村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

洋野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合　計 370 46 127 0 543 90 38 10 0 138 460 84 137 0 681

【備考】
洪水、土砂両方の被害想定区域に位置している施設については、洪水、土砂いずれにも１施設として計上してください（＝延べ施設数による管
理となること）。
（理由）
施設管理者は、洪水、土砂いずれについても避難確保計画の中で行動計画を定める必要が生じるため。

区分

計画策定施設数のうち避難訓練実施予定施設数

洪水浸水想定区域内の施設数　Ｊ 土砂災害警戒区域内の施設数　Ｋ 計　Ｌ（Ｊ＋Ｋ）
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（調査様式）要配慮者利用施設での避難確保計画の策定状況

(令和3年1月31日現在）

社会福祉施設 学校 医療施設 その他 計 社会福祉施設 学校 医療施設 その他 計 社会福祉施設 学校 医療施設 その他 計

盛岡市 80.9% 89.3% 91.8%  85.4% 80.3% 89.3% 91.8%  85.1% 74.7% 80.0% 46.7%  63.7% 両区分該当１施設

宮古市 33.3% 36.4% 50.0%  34.4% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0% 個別事情により数式調整あり

大船渡市 80.6% 68.8% 16.7%  69.8% 92.6% 84.6% 100.0%  90.2% 100.0% 90.9% 100.0%  97.3% 両区分該当２施設

花巻市 84.8% 85.7% 63.6%  80.4% 87.5% 85.7% 63.6%  82.0% 0.0% 0.0% 0.0%  0.0% 両区分該当１施設

北上市 94.4% 100.0% 100.0%  96.2% 94.4% 100.0% 100.0%  96.2% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%

久慈市 66.7% 90.0% 100.0%  71.9% 85.7% 100.0% 100.0%  89.1% 60.0% 66.7% 100.0%  63.4%

遠野市 18.8% 20.0% 0.0%  17.4% 18.8% 20.0% 0.0%  17.4% 0.0% 0.0%   0.0%

一関市 96.7% 100.0% 97.1%  97.0% 96.7% 100.0% 97.1%  97.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%

陸前高田市 80.0% 100.0% 100.0%  85.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%

釜石市 75.6% 100.0% 66.7%  76.3% 75.6% 100.0% 66.7%  76.3% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%

二戸市 66.7% 60.0%   64.7% 100.0% 75.0%   91.7% 0.0% 0.0%   0.0%

洪水浸水想定区域の新規指
定、及び土砂災害警戒区域の
新規指定予定があることから、
対象施設数の増加が見込まれ
る。

八幡平市 50.0% 100.0%   66.7% 100.0% 100.0%   100.0% 0.0% 0.0%   0.0%

奥州市 89.0% 87.5% 73.9%  85.8% 89.0% 87.5% 73.9%  85.8% 0.0% 0.0% 0.0%  0.0%
訓練実施状況：令和３年度の
実施について調査を行ってい
ない。

滝沢市 0.0%    0.0%           

雫石町 100.0%    100.0% 100.0%    100.0% 100.0%    100.0%

葛巻町 12.5% 100.0% 0.0%  42.1% 12.5% 100.0% 0.0%  42.1% 100.0% 100.0%   100.0%

岩手町 100.0% 100.0%   100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 100.0% 100.0%   100.0%

紫波町 30.8% 0.0% 25.0%  26.3% 133.3%  100.0%  125.0% 0.0%  0.0%  0.0%

矢巾町 100.0%    100.0% 100.0%    100.0% 100.0%    100.0%

西和賀町 100.0% 100.0% 100.0%  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0% 0.0% 0.0% 0.0%  0.0%

金ケ崎町

平泉町 50.0% 100.0% 0.0%  37.5% 50.0% 100.0% 0.0%  37.5% 0.0% 0.0%   0.0%

住田町 0.0%    0.0%           

大槌町 50.0% 100.0% 100.0%  66.7%      100.0% 100.0% 50.0%  80.0%

洪水浸水想定区域及び土砂
災害警戒区域の新規指定を予
定していることから、対象施設
数の増加が見込まれる。

山田町 54.5%  0.0%  50.0% 54.5%  0.0%  50.0% 0.0%    0.0%

岩泉町 100.0% 100.0% 100.0%  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%

田野畑村

普代村  0.0%   0.0%           

軽米町 100.0%    100.0% 100.0%    100.0% 0.0%    0.0%

野田村  0.0%   0.0%           

九戸村 0.0% 0.0% 0.0%  0.0%           

洋野町 0.0% 0.0% 0.0%  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  0.0%      

一戸町 0.0% 0.0% 0.0%  0.0%           

合　計 75.5% 72.3% 81.9%  76.6% 85.1% 87.1% 87.4%  85.9% 68.8% 73.0% 52.1%  65.0%

【備考】
洪水、土砂両方の被害想定区域に位置している施設については、洪水、土砂いずれにも１施設として計上してください（＝延べ施設数による管
理となること）。
（理由）
施設管理者は、洪水、土砂いずれについても避難確保計画の中で行動計画を定める必要が生じるため。

区分 備考

訓練割合（避難訓練実施数Ｌ/防災計画指定施設数Ｉ）策定割合（避難計画策定数Ｉ/防災計画指定施設数Ｆ）策定割合（避難計画策定数Ｉ/区域内施設数Ｃ）
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資料８

県からの連絡事項

各種データの確認方法について



各種データの確認方法について

 現５ヶ年計画において、水位計やカメラの設置などを行ってきました。既にご承知のこと

と思いますが、出水期前の確認ということで改めて周知させていただきます。

１ 岩手県河川情報システム（岩手県） 

岩手県河川情報システムでは、雨量情報、水位情報、カメラ画像等を確認することが可能

です。操作方法については、以下に記載のとおりです。 

また、確認するポイントについても併せて記載していますので、業務の参考としてくださ

い。 

資料８

1



２ 川の水位情報（一財河川情報センター） 

 川の水位情報では、危機管理型水位計の情報や、従来型水位計の情報、カメラ画像等を確

認することが可能です。操作方法については、以下に記載のとおりです。 

３ 川の防災情報（国土交通省） 

 川の防災情報では、気象情報、水害・土砂災害情報等を一元的に集約し概況を一目で確

認可能です。市町村を登録することで、自らの地域の情報にすぐにアクセスできます。 
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資料９

県からの連絡事項

タイムラインの修正について
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タイムラインの修正について 

１ 現状 

昨年度依頼をさせていただいたタイムラインについては、各市町村の皆様の御協力により、

全ての水位周知河川においてタイムラインを作成することができ、目標を達成することが出来

ました。御協力いただきましてありがとうございました。 

２ タイムラインの修正 

令和３年３月５日に災害対策基本法改正案が閣議決定され、大雨時に住民の円滑な避難を促

すため、市町村が発令する避難情報を避難勧告、避難指示（緊急）から避難指示に一本化する

こととなりました。今国会で今回の法改正に併せ、防災情報を５段階に分類する大雨・洪水警

戒レベルを改定し、今年の梅雨時期からの運用を開始する予定とのことです。 

   このことから、タイムラインを順次修正していく必要がありますので、適宜見直しを行って

いただければと思います。 

   今後、河川課でも策定の支援を行いますので、策定にあたっての確認事項等がありましたら

ご相談ください。 

３ その他 

新たに水位周知河川に指定される河川については、タイムライン作成に向けた検討を進めて

いただき、可能な限り早期にタイムラインの作成をお願いします。 

  なお、既にタイムラインを作成済みの市町村・河川においては、災害時における運用結果や

水防訓練等を踏まえて、タイムラインの見直しが必要となった場合は、県河川課まで連絡をお

願いします。 

10



資料 10 

県からの連絡事項

事前放流の取組について
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治水協定を締結したダム一覧（二級水系）

ダム名 水系 河川名 管理者 協定締結日
鷹生ダム 盛川 鷹生川 岩手県県土整備部 R2.8.26
綾里川ダム 綾里川 綾里川 岩手県県土整備部 R2.8.26
滝ダム 久慈川 長内川 岩手県県土整備部 R2.8.27
世増ダム 新井田川 青森県
瀬月内ダム 瀬月内川 岩手県農林水産部
雪谷川ダム 雪谷川 岩手県農林水産部
大野ダム 高家川 高家川 岩手県農林水産部 R2.12.25
大沢ダム 閉伊川 大沢川 東北電力㈱ R3.2.19

8ダム

新井田川 R2.8.28

岩手県合計
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